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2019年１月 28日 

東京電力エナジーパートナー株式会社 

 

着工申込み受付（低圧）にかかるお問い合わせ（よくあるご質問） 

 

【制度】 

Ｑ１. 今回の措置はどのような内容ですか。 

 

Ａ１．2012 年度から 2014 年度に FIT 認定をうけた 10kW 以上の太陽光発電（事

業用太陽光発電）のうち，2016年７月 31日までに接続契約を締結した（運

転開始期限が設定されていない）未稼働の設備について，FIT認定案件ごと

に買取事業者を介して一般送配電事業者へ「系統連系工事着工申込書」の提

出が必要となります。 

買取事業者が定める期日までに提出し，提出した書類が不備なく一般送配

電事業者により受領された場合は 2020年３月末日までの運転開始期限が設

定され，申込当初の調達価格が維持されることとなりますが，期日までにご

提出いただけなかった場合（書類に不備があった場合を含む）は，一般送配

電事業者による着工申込みの受領日を起算日として，原則として 1 年間の

運転開始期限が設定され，調達価格は着工申込書の受領日の属する日の２

年度前の調達価格が適用されます。 

 

Ｑ２. 調達単価はどうなりますか。 

 

Ａ２．2019年１月 31日までに弊社へ着工申込書をご提出いただき，弊社から一

般送配電事業者に提出します。提出した書類を一般送配電事業者が不備なく

受領でき，国の着工申込みの要件を満たしている場合は，申込み当初の調達

価格が適用されます。 

2019 年２月１日以降に弊社にご提出いただいた場合は，一般送配電事業

者の受領が 2019 年４月１日（本制度改正に係る法令の改正の施行予定日）

以降となり，受領日の属する年度の２年度前の調達価格が適用されます。 

 

Ｑ３. 運転開始期限はいつから設定されますか。 

 

Ａ３．2019年１月 31日までに弊社へ着工申込書をご提出いただき，弊社から一

般送配電事業者に提出します。提出した書類を一般送配電事業者が不備なく

受領でき，国の着工申込みの要件を満たしている場合は，2020年３月 31日
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が運転開始期限となります。 

2019 年２月１日以降に弊社にご提出いただいた場合は，一般送配電事業

者の受領が 2019 年４月１日（本制度改正に係る法令の改正の施行予定日）

以降となり，着工申込書の受領日を起算日として，原則として１年後となり

ます。 

 

上記以外の本制度に関する詳細な内容につきましては，資源エネルギー

庁のホームページをご覧いただく，または資源エネルギー庁へお問い合わせ

いただきますようお願いいたします。 

※ 資源エネルギー庁 HPは，こちら。 

＜資源エネルギー庁連絡先＞ 

    資源エネルギー庁 

省エネルギー・新エネルギー部 

新エネルギー課 

03-3501-1512（内線 4571） 

 

【着工申込書】 

Ｑ４.着工申込書はどこで入手できますか。 

 

Ａ４．弊社 HPに掲載（掲載先は，こちら）しておりますので，お手数をおかけ

いたしますが，HPからダウンロードし，ご利用いただきますようお願いしま

す。 

 

Ｑ５. 着工申込書の記載方法が分からないがどうすればよいですか。 

 

Ａ５．以下の通り記載をお願いします。 

 ＜発電事業者・住所＞ 

  発電事業者さまのご連絡先住所の記載をお願いします。発電設備の所在地

と同じ場合は，発電設備の所在地の住所の記載をお願いします。 

 ＜発電事業者・事業者名＞ 

  受給契約申込書記載のご契約者さま名義の記載をお願いします。 

 ＜対象設備・申込番号＞ 

  接続契約のご案内，受給契約申込書等に記載の７桁の英数字（例：1AA0001） 

の記載をお願いします。 

 ＜対象設備・FIT認定設備 ID＞ 

  受給契約申込書に記載の認定設備 IDの記載をお願いします。 

http://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181205004/20181205004.html
http://www.tepco.co.jp/workshop/pdf/EP201901.pdf
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＜対象設備・FIT認定発電出力（kW）＞ 

 受給契約申込書に記載の受給電力の記載をお願いします。 

＜対象設備・設備の所在地＞ 

 受給契約申込書に記載の発電設備設置場所住所の記載をお願いします。 

※ 住居表示未確定等の場合も，受給契約申込書記載の通り，着工申込書

についても「住居表示未確定」等で記載をお願いします。 

 ＜本申込に係る連絡先＞ 

  本申込書をご提出いただいた方の連絡先の記載をお願いします。 

 

Ｑ６．受給契約の申込み内容に変更があった場合はどうすればよいですか。 

 

Ａ６．変更内容にもとづき，まず，国へ申請（変更認定申請または事前・事後変

更届）をお願いします。国への申請後，弊社受持の事業所に変更内容をご申

請いただいた後に，着工申込書のご提出をお願いします。 

※ 事業所検索は，こちら。 

 

Ｑ７. 「着工申込書」の提出先はどこですか。 

 

Ａ７．低圧分の着工申込書は次の宛先まで郵送にて提出をお願いします。 

＜低圧＞ 

〒192-0071 東京都八王子市八日町８番１号  

東京電力パワーグリッド(株) 

多摩総支社内 FIT受付センター 行 

   ＜高圧以上＞ 

    〒105-0021 東京都港区東新橋２丁目３番 17号 モメント汐留９階 

東京電力エナジーパートナー(株) 

法人のお客さまサポートセンター FIT管理チーム 行 

    

Ｑ８.「着工申込書」の控えは返送されますか。 

 

Ａ８．一般送配電事業者が申込書を不備なく受領でき，工事費負担金の入金確認

ができた場合は，受領日を記載した，着工申込書控え（コピー）を返送いた

します。 

 

 

 

http://www.tepco.co.jp/pg/consignment/workshop-search/
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Ｑ９. 一般送配電事業者で不備なく受領とはどういう条件ですか。 

 

Ａ９．以下の条件となっております。  

・ 申込日の記入が無い場合。 

・ 系統連系工事着工申込書の必要事項「＜発電事業者＞住所」「＜発電事業 

者＞事業者名」「＜対象設備＞設備 ID」「＜対象設備＞設備の所在地」「申込 

番号」について，接続契約書の項目といずれか一つでも合致しない場合。 

・ 系統連系工事着工申込書の必要事項「＜本申込に係る連絡先＞名称・郵便 

番号・住所・ご担当者名・電話番号・メールアドレス」のいずれか一つでも 

記入が無い場合。 

・ 着工申込書の印鑑の押印（シャチハタ・私印可）が無い場合。 

・ 弊社が個別にご案内しているお支払期日までにお支払いが完了していな 

い場合。 

 

上記，内容でもなお，ご不明点がある場合は，こちらへご連絡ください。 

 

以 上 

http://www.tepco.co.jp/ep/support/customercenter/otoiawase_old.html

